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◆ セミナーの目標

➢ １．世界の相続制度
国によって相続の法律や税制が異なるため、
主な相続法制度と課税制度について、
各国の国際相続を理解します。

➢ ２．専門用語の意味
国際相続では、準拠法、プロベイト、遺産税など
の専門用語が出てきます。
これらの意味を理解すれば、情報を正しく理解
し、適切に対応できます。

➢ ３．相続税の納税義務者

各国の相続税制度は異なり、納税義務者の定
義が異なります。日本とは違う国について理解
を深めておきます。

➢ ４．日本での国際相続のポイント

日本の相続課税制度は相続統一主義を採用し
ていますが、国際相続が発生した場合の留意
すべきポイントを理解します。
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1. 国際相続のケース

➢ 被相続人/相続人
に外国人がいる場合

➢ 被相続人/相続人に
海外在住者がいる場合

➢ 海外に相続財産
がある場合

ポイントは大きく３つです。
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2. 準拠法（国際私法）はどうなるの？

法適用に関する通則法（通則法）

＊相続は、亡くなった人（
被相続人）の本国法によ

る。
（相続36条）

＊遺言の成立及び効力、
取消は、その成立の当時
における 遺言者の本国

法による。
（遺言37条）

＊当事者の本国法でそ
の国の方に従えば、日本
法によるべき時は、 日本

法による。（反致が起きる）

（通則法第41条）
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3. 本国法とは

本国法とは?

相続に適用される法律のこと。
原則として、被相続人の国籍によ
って決まります。

重国籍者の場合

日本国籍が含まれていれば日
本法が適用。
日本国籍がなければ常居所
地国*の法律が適用。

不統一法国の場合
地域的不統一法国
その地域の法律が適用。
人的不統一法国
属する宗教などによって適用される
法律が異なります。（マレーシア、イ
ランなど）

*常居所地国 =ドミサイル「本来のよりどころになる場所」・「将来戻ってくる場所」
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4. 相続統一主義 VS. 相続分割主義 （相続財産の準拠法のおはなし）

相続統一主義とは？
財産の種類や所在地にかかわらず、

全ての財産を統一的に処理

例）日本、韓国、ドイツ等

相続分割主義とは？
遺産を“不動産 ”と “動産等” に区別

・不動産はその所在地
・動産は被相続人の最終住所地等

例）アメリカ、イギリス、中国等
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◆参考図① 相続統一主義 VS. 相続分割主義 （相続財産の準拠法のおはなし）

（反致がおきる）
不動産が複雑になります！

例えば被相続人が・・

〇日本人で米国に不動産
を持っていた場合、

〇米国人で日本の不動産
を持っていた場合

★日本は“統一主義”なのに、
不動産は “分割主義”の国にある。。
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5.  包括承継主義 vs. 管理清算主義 （分割方法のおはなし）

➢ 包括承継主義
日本、ドイツなど
大陸式の地域

相続が開始すると、被相続人が有していた積極
財産・消極財産全てが相続人に包括的に承継・
分割される

➢ 管理清算主義
米国、英国など
英米式の地域➢ プロベイト

相続が開始すると、遺産の全てが人格代表者
などの管理下に入り、精算手続の後、裁判所が
相続人に分配する
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２◆参考図② 包括承継主義 VS. 管理清算主義 （分割方法のおはなし）
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＝人格代表者選任



6 .プロベイトとは ⇒ 管理清算主義の国が採用

1 相続開始
遺産全体が人格代表者の管理下に入る

2 遺言の確認
遺言の有効性を確認する

3 相続人の特定
相続人を確定する

4 債権者への公告
債権者に対する公告を行う

5 債務の弁済
遺産から債務を弁済する

6 税金の支払い・IRSが納税完了書を発行
遺産税などの税金を支払う

7 遺産の分配
残った財産を相続人に分配する 9

クレーム期間が1か月入る・・・・・その後に・・



◆参考図③ プロベイトの図解

最
低
で
も
1
年
以
上
か
か
る
！

分配となる➢

納税はココ➢
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7. プロベイトがある国・ない国

➢ ある国→ 英米法の国

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランド、シンガポール、マレーシア、香港等
・・・管理清算主義

➢ ない国→大陸式の国

日本、中国、韓国、ドイツ等
・・・包括承継主義
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1. 国際相続課税の仕組み

①遺産税方式
(英米法的)

米国、英国、フィリピンなど
➢プロベイト手続きがある

②遺産取得税方式
（大陸法的）

ドイツ、フランス、スペイン、日本
日本は正確には①②の折衷方式

③相続税のない国

香港、シンガポール、カナダ、豪州、中
国、マレーシア、ベトナム、アフリカ等

課税方式 納税義務者 遺産分割法務

遺産税方式 被相続人（贈与者） ← 管理清算主義（プロベイト）

遺産取得税方式 相続人（受贈者） ← 包括承継主義

■ Points■
＊相続税がなくてもプロベイト手続きがある国に注意が必要。
＊英国は相続税（Inheritance tax）のほかにProbate duty、Legacy duty などの制度に分かれる。
＊米国は連邦法の他に、各州で相続税、遺産税がある地域もある。 ➢ 外国税額控除はできない！
＊カナダ・べトナムはみなし所得として課税、アイルランドは資本取得課税、ブラジルは州で地方税課税

➢ 外国税額控除はできない！
12

④他の課税

下記参照



◆ 参考①：国際相続税の大きな枠組み

1 ＊無制限納税義務者
属人主義で全世界財産課税

2
＊制限納税義務者
属地主義で国内財産課税主義

3 * 財産所在の判断ルール
遺産税方式でも遺産取得者課
税方式でも基本は変わらない

各国の準拠法や課税法が異なるため、二重税額になる可能性がある。
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◆ 参考図② ： 課税方法による違い

遺産税のタイミング

相続税のタイミング
14

配

◆ 遺産税方式は、
納税は、分配前に発生

◆ 遺産取得税方式は、
納税は、分割後に発生



◆参考図③ 遺産取得税方式の図解
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◆参考図④ 相続の2つの方式の比較表
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◆参考図⑤ 各国の納税義務者
◆ 管理清算主義の国 ◆包括承継主義の国
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２.日本で国際相続の手続きをすることに
なった場合

★相続・贈与の国際的課税において日本で
検討すべき局面、留意点は？

納税義務者の
判定要素！

人の所在(住所等や滞在時間の判定)
財産の所在(所在地の判定)
財産の取得時期
財産評価の方法
適用すべき準拠法の判断と解釈
国内法と租税条約による二重課税の調整
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◆参考図⑥ 日本の租税立法から紐とくと。。。

＊人的要素 *
原則「人は“属人主義”」

「物は“属地主義”」採用

日本との結びつきの判定

＊空間的要素 *
日本との結びつきが

法施行地内とみなされると

「みなし相続財産」も判定

■ この中で日本は ≪①人の所在≫ と ≪②財産の所在≫ 
の組み合わせで課税範囲を確定している。

■ 国内財産取得主義であって、これは所得課税にお
ける国内源泉所得主義に比準している。
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３．納税義務者の4つの区分

① 居住無制限納税義務者

日本に住んでいる個人

② 非居住無制限納税義務者

海外に住んでいる（海外在住10年

以内）個人

③ 制限納税義務者

海外に住んでいる（海外在住10年

超）個人

④ 特定納税義務者

相続時精算課税により贈与を受けた

が、①②③にならない個人

4つの区分については、相続や贈与があったときに住んでいた場所や期
間から判定します。一方、贈与をするタイミングは選ぶことができますが、
相続は発生したときの状況で判定するため、納税義務者を選ぶことがで
きません。
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◆参考図⑦ 日本相続税の納税義務者

黄色：無制限納税義務者 水色：制限納税義務者

日本の相続税・贈与税の
対象となるのはそれぞれ
のステータスによって、
以下の要素で判定するこ
とになる。
• 国内の住所
• 日本国籍の有無
• 10年以内の住所の有無等

被相続人・相続人の双方が
国外居住者であれば日本国
内にある財産だけが対象と
なる。
表のように被相続人(贈与者)
が日本の居住者であれば、財
産を受ける人の居住地や国籍
に関係なく国内外の全財産が
対象になると考えられる。
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Case.１ 米国財産の贈与 納税義務者はだれでしょう？
★ 納税義務者の前提整理です！ ≪アメリカはあげた人≫ ≪ 日本は もらった人≫
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Case.２ 日本財産の贈与 納税義務者はだれでしょう？
★ 納税義務者の前提整理です！ ≪アメリカはあげた人≫ ≪ 日本は もらった人≫
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４. 納税義務者からみる各国の相続税の考え方

➢ 日本の相続は一時課税的である？ なぜなら。。

◆日本は「遺産取得税方式」
⇒課税国との関係にある「住所」

・偶然の理由による富の増加を抑制するよう
になっている（資産の取得に担税力）

・個人所得税の補完として位置づけ：所得税
自体は“一定期間”の富についての課税です
から、その点から相続税と補完関係にある。

◆米国は「遺産税方式」なので、
富の蓄積への寄与を「国籍」で判断

・生存中にその国において蓄積した富を社会
に還元すべきという考え方 ＝つまり精算課
税的！

・米国の連邦遺産税では、連邦市民と居住外
国人（ドミサイル有する）の死亡につき、
その遺産の所在ににかかわらず、遺産税が
課される。
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◆ 参考⑧ それぞれの制度の弊害

【日本】一時課税の弊害
日本の相続税は富の移転に対して課
税されるため、外国で形成された財産
が日本に移転すると全額が課税対象
となる。

【米国】ドミサイルの弊害
米国などでは国籍やドミサイルがあれ
ば、居住地に関わらず遺産税の対象
となる｡

日本の相続税は一時課税的で、富の形成経緯や蓄積への課税ではなく､
富の移転に対して課税なので、あくまで偶然に移転されたものへの課税。
そのため外国で形成されてきた財産が日本に移転され、日本国内に住所を有する者が
相続等で財産を取得すると、移転してきた財産すべてに課税されてしまう｡ 25



Case.３ 日米両国在住した場合の日本の相続税判定
★ 日米で２重に税金が課されるパターン (東京地裁H26年7月8日判例)

≪内容≫

日本に移住した夫婦のうち日本で夫が死亡した場合、
日本の相続人妻と子の相続税はどうなるか。

≪結論≫

【日本】

夫（被相続人）が日本に住所を有しているため、

＊妻と子も日本では全世界財産課税になる。

＊米国市民である子は米国内の相続財産も日本の課

税対象となる。（相続税1条の３第1項1号、2条1項）

【米国】

夫は米国市民であるため、

＊ドミサイルに関係なく、夫持ち分は米国遺産税の対

象となる（IRC§2031）

＊妻に米国ドミサイルが無く、非居住外国人となれば、

遺産税の婚姻控除は米国市民より減少する。
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５. 財産の所在地からみる国際相続税の考え方

◆ 財産の所在地
財産の所在地は、国際相続
税において重要な要素とな
ります。
財産がどの国にあるかによ
って、課税される国や税率が
異なります。

◆ 日本の相続税
日本の相続税は、原則として被相
続人の最後の住所地を基準とし
て課税されます。つまり、被相続
人が日本に住所を有していた場
合、その財産が海外にあっても日
本の相続税の対象となります。

◆ 海外の相続税
海外の相続税は、国によって異
なる課税基準が適用されます。
例えば、米国では被相続人の国
籍やドミサイルを基準として課
税される場合もあります。
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① 世界の共有財産制度：ジョイント資産

共有財産制を採用する米国の州

アリゾナ、カリフォルニア、ニューメキシコ、テキサス
、ルイジアナ、ワシントン、アイダホ、ネバダ、ウィスコ
ンシンの9つの州が共有財産制を採用しており、州
税の課税に課題がある。

その他の国の共有財産制度

フランスのコミュニティ・レジーム、スペインの共有
財産制メキシコのソシエダ・コンユガル、ドイツの有
限財産共同体など、多くの国で夫婦の共有財産が
適用されている。
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② 共有財産の課税関係：みなし贈与

ジョイントアカウントに係るみなし贈与
口座開設時点でひとりの名義者が全額拠出し、他のひとりが引
き出すと、口座は共有でも日本では贈与関係が成立する可能性
がある。このため日本と海外では共有資産の課税関係が異なる
ので注意が必要。そして、一方の者が死亡すると、残存資産は日
本の相続税の対象となるが、相続を得ずに自動的に生存者に吸
収されるため、日本の民法上の遺産分割対象資産とはならない。

➢ みなし財産は相続法（民法）の規定外

ジョイント不動産に係るみなし贈与

海外で不動産を購入した夫婦が、購入代金の全額
を夫負担で購入し、半分を妻への名義として登記し
た場合。ジョイント資産であっても、設定時において
日本においてはみなし贈与の認定になる可能性が
ある。
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Case.４ ジョイントアカウントにおける日本の相続税課税
◆Bank of Hawaii のジョイントアカウントの準拠法と相続税(東京地裁H26年7月8日判例)

★“返金”は相続法対象外ですが、相続税法では9条のみなし相続財産になります

≪内容≫

ジョイントアカウントは、日本の個別準拠法から
はハワイ州となり相続法からは外されるので、相
続税の課税客体を構成しないのか？

≪結論≫

相続税法は「対価を支払わないで利益を受けた場

合（相続税法9条)」を相続遺贈による取得ととみ

なすと規定しており、共同名義人口座の死亡による

他の人への吸収はこの9条の「対価を支払わない

で」に該当するので、取得した場合は相続税の対

象となる。
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Case.5 ジョイント不動産における日本の相続税課税
★ ハワイ州に所在するコンドミニアム合有不動産権利は相続税の課税対象

(静岡地裁H19年3月判決・国税庁：質疑応答あり)

≪内容≫
設定時に夫全額負担でハワイ州法の共有名義で登記をした。

日本の相続財産を構成するのかどうか。 また、日本では相続税が発生するかどうか。

≪結論≫

ハワイ州法に準拠した ジョイント

不動産のため、日本の相続法では

相続財産を構成しない。 ただし、

日本ではみなし相続財産となり課

税対象となる。(相続税法9条）

また、設定時に贈与があったもの

として生前贈与の加算対象とな

る可能性がある。
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６-１ 国際的二重課税について

◆ 税額控除の意味

財産所在地国の課税権を
優先し、二重課税を回避す
る恩恵的措置である。

◆ 二重課税の発生ケース

1. 無制限納税義務者×制限納
税義務者

2. 両国で無制限納税義務
3. 財産所在地の不整合

◆ 控除の方法

1. 国内法と租税条約に準拠
2. しかし、両国に対応措置がな

い場合は排除不可

32



◆参考⑨：なぜ相続における租税条約が
米国しかないのか？

Ｈ30年中に相続開始、Ｒ元年10月までに相続税申告をした相続人のうち、
税額があった相続には31.5万人弱。
内外国税額控除を受けた相続人は82人、(約0.026％)と非常に少ない。

◆ 少ない理由・・・、
＊国外財産をもっている人が富裕層に偏っている、相続税が課せられる国が限定されている。
＊海外で申告を失念しているのではないか。。⁈
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◆ 二重税額控除の実態！

実は、日本においては実例数が少ない、

そして、相続租税条約締結国も増えてない・・・

➢ 適用件数が少ないため締結及び改定の実益が見込めないから



Case.6 二重税額が発生するパターン
★ 米国は「遺産税方式」で日本は「遺産取得税方式」のため次のような問題がある
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前提： 日本国内財産の相続



◆参考⑩ 二重課税が排除できない ⁈

現在のところ、相続税の二重税額控除の実例は全体の相続の1％に満たず 超富裕層
に限定されてい可能性がある。

そして二重課税は必ずしも排除できない！

租税条約も国内法にも対応措置がない国であれば排除は不可能

各国の地方遺産税など制度の違う遺産税は日本では控除ができない

両国がそれぞれに「国内財産」として課税した場合は国外財産ではないため二重税額控除の対象にならない

三か国以上の課税になると、3か国目からは控除できない・・。租税条約はもともと二国間条約！

★ と言うことは・・・前もって二重税額が控除できるかどうか調べておく必要があります。
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７.  海外信託の現状と課題

世界的に広がるオフショア信託
タックスヘイブン地域で匿名性が高く、国境を越えて移動しやすいためオフショア信託が広がっています。

課税当局からの把握が困難
現地法に準拠して組成されるオフショア信託は、課税当局に把握されにくい特徴があります。

相続税のない国での財産保護
豪州・香港・シンガポールなどの国では相続税がなく信託を使った財産保護が簡単であり
一般的になっています。

日本での法的規定の不明確さ
一方で、日本では “海外信託”に関する明確な法的定義がないのが現状です。
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◆参考⑪ 日本の信託課税の考え方

日本では、信託課税の原則として「受益者課税」を適用しています。
つまり、受益者が信託財産から利益を得た場合に課税の対象となります。

ところが、海外に設定された信託の場合は少し事情が複雑です。
たとえば、委託者と受益者が異なったり、受益者がいない場合には、課税方法が変わってきます。

重要なポイントは以下の通りです:

• 海外信託の場合、受託者の国籍と住所が重要な要素になります。日本では、受託者の国籍と住所
が委託者と同じと「みなす」規定が適用されます。（みなし課税(相続税法9条2）

• 受益者がいない場合は、受託者に対する課税（個人でも法人税課税による法法2条㉙の2）が行われます。

• 信託によるパススルー課税により、富裕層の租税回避を防ぐ仕組み（租税回避否認規程の機能）
が設けられています。

つまり、日本の信託税制では、海外信託の場合には、受益者や受託者の状況によって複
雑な課税方法が適用されるのが実情です。
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◆参考⑫ 各国の信託課税の概要

≪豪州≫

受益者課税。相続
税・贈与税がない
ため所得税規定を
適用する。

≪カナダ≫
信託そのものが納税
義務者。相続税・贈
与税はなく、受益者
に支払われた場合
は受益者に所得税
課税される。

≪英国≫
受託者課税。居住者
信託と非居住者信託
に区分され、非居住
者信託に関しては英
国歳入関税庁（
HMRC）から詳細な
ガイダンスが公表さ
れている。

≪ドイツ・フランス≫

一定期間における
贈与財産と相続財
産の合計方式で、
長期的な資産管理
課税制度。

≪米国≫

信託そのものが納税義務
者。信託自体に課税するの
で、所在地が外国信託と
国内信託に区分されてい
る。

外国信託スキームを利用す
ると、委託者になったり受益
者となる場合があるため、
IRSは信託契約を無効にす
るのと同様の効果のある≪
グランタートラスト≫と認定
する方法を導入している。

≪シンガポール≫
適格外国信託等、 委託者
・受益者は外国籍かつ外
国居住者であれば免税。
国内信託も収益は原則免
税。
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≪ GEPAS biz ≫
海外資産ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｬﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ
ﾘｰ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾋﾞｽﾞ

金田一 喜代美

税理士 CPA/CFP/MBA

gepas@002.seventh-sense.co.jp

≪Tokyo Akasaka office≫
東京 赤坂事務所
〒107-0052

東京都港区赤坂2-12-10 

HF溜池ビルデイング７F

Tel 03(6426)5542

≪ Singapore Office≫
シンガポール支店新設

7TH SENSE GROUP 

SINGAPORE PTE.LTD
10 JALAN BESTAR #13-04 SIM 

LIM TOWER Singapore 208787

国際相続、海外資産運用でお困りのことがあればお問い合わせくださいませ。
ご連絡をお待ちしています！きっと、みなさまの心強い味方となって、ご安心されることを
お約束いたします！
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『 テキストのご紹介 』

お問い合わせ窓口
« GEPAS biz »

gepas@seventh-sense.co.jp
★本セミナーの詳細も詳しく載っています！

★ Amazon,
★ 東京税理士協同組合でも販売中！
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『海外税法条文翻訳シリーズ』

各国の遺産税条文の翻訳データの販売をしています。
国際的な相続税対策に必要不可欠な一冊となっています。

商品特徴：

• 翻訳：専門の翻訳家と税務専門家による精緻で的確な法文の翻訳。

• 最新情報：各国の最新の税法に基づく内容。（2024年4月現在）

• 利便性：電子データ形式でいつでもどこでも閲覧可能。

• プロフェッショナル向け：弁護士、税理士、会計士、研究者などの

専門家に最適。
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って、本資料の利用により生じた直接的または間接的な損害について、著者は一切の責任を
負いません。
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い。
本資料は国内の2024年5月時点の法規に基づいています。今後の税制や法改正により、内
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１） 国際相続の特色 P０

2) 法務は言葉（準拠法、本国法、相続統一主義、相続分割主義） P３.４.５

3) 包括承継主義と管理清算主義のなにがちがうのか P7. ８
プロベイトと税務の関係

4) 税務は2種類（遺産税方式、遺産取得税方式）
これと 包括承継主義と管理清算主義の関係 P12 14 16

5) 日本での国際相続の実務的な留意点について P18

6) ジョイント資産（みなし財産）の課税関係 P29
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